
審議会等における女性の登用状況（令和７年10月１日現在）
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【法律により設置されている委員会等（行政委員会）】地方自治法180の5

1 上尾市教育委員会 地方自治法第１８０条の５ 5 2 40.0% ○ 0 0 4 教育総務課 教育総務部

2 上尾市選挙管理委員会 地方自治法 4 2 50.0% ○ 0 0 4 R6 2 3 ～ R10 2 2 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局

3 上尾市公平委員会 上尾市公平委員会設置条例 3 1 33.3% × 0 0 4 監査委員事務局

4 上尾市監査委員 上尾市監査委員に関する条例 3 2 66.7% ○ 0 0 4 監査委員事務局

5 上尾市農業委員会事務局 地方自治法第180条の5 19 2 10.5% × 19 2 3 R7 4 3 ～ R10 4 2 農業委員会事務局 農業委員会事務局

6 上尾市固定資産評価審査委員会
・地方税法
・上尾市税条例
・上尾市固定資産評価審査委員会条例

3 1 33.3% 〇※ 0 0 3 市民税課 行政経営部

37 10 27.0% 19 2

【法令・条例により設置されている審議会等（付属機関）】地方自治法202の3

7 上尾市行政改革推進委員会 上尾市行政改革推進委員会条例 10 4 40.0% ○ 0 0 2 R7 10 1 ～ R9 9 30 行政経営課

8 上尾市地域創生総合戦略審議会 上尾市地域創生総合戦略審議会条例 15 4 26.7% × 0 0 2 R7 7 10 ～ R9 7 9 行政経営課

9 上尾市総合計画審議会 上尾市総合計画審議会条例 15 5 33.3% × 0 0
1年

8ヶ月
R6 8 7 ～ R8 3 31 行政経営課

10 上尾市行政不服審査会 上尾市行政不服審査会条例 3 0 0.0% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 総務課

11 上尾市政治倫理審査会 上尾市長等政治倫理条例 5 2 40.0% ○ 0 0 2 R7 4 1 ～ R9 3 31 総務課

12 上尾市いじめ問題再調査委員会 上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例 5 2 40.0% ○ 0 0 R6 2 21 ～ 答申の日 総務課

13
上尾市情報公開・個人情報保護・公文
書管理運営審議会

上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会条例 10 3 30.0% × 1 0 2 R6 8 1 ～ R8 7 31 総務課

14 上尾市情報公開・個人情報保護審査会 上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例 3 1 33.3% 〇※ 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 総務課

15 公務災害補償等認定委員会 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条1項 5 2 40.0% ○ 0 0 3 R5 9 4 ～ R8 9 3 職員課

16 公務災害補償等審査会 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条1項 3 1 33.3% × 依頼対象団体からの推薦によるため。 0 0 3 R5 9 4 ～ R8 9 3 職員課

17 上尾市コンプライアンス審査会 上尾市職員倫理条例 3 1 33.3% 〇※ 0 0 3 R5 9 25 ～ R8 9 24 職員課

18 上尾市防災会議 上尾市防災会議条例 33 2 6.1% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 危機管理防災課

19 上尾市国民保護協議会 上尾市国民保護協議会条例 21 0 0.0% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 危機管理防災課

20 上尾市子ども・子育て会議 上尾市子ども・子育て会議条例 20 11 55.0% ○ 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 こども支援課

21 上尾市児童館運営委員会 上尾市児童館運営委員会 11 5 45.5% ○ 0 0 2 R7 4 1 ～ R9 3 31 青少年課

22 上尾市少年愛護センター運営協議会 上尾市少年愛護センター設置条例 11 4 36.4% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 青少年課

23 上尾市地域福祉推進協議会 上尾市地域福祉推進協議会条例 8 6 75.0% ○ 1 1 3 R6 7 1 ～ R9 6 30 福祉総務課

24 上尾市障害支援区分認定等審査会 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律 15 5 33.3% × 0 0 2 R7 4 1 ～ R9 3 31 障害福祉課

25 上尾市障害福祉施策推進委員会 上尾市障害福祉施策推進委員会条例 19 9 47.4% ○ 0 0 3 R6 4 1 ～ R9 3 31 障害福祉課

26 上尾市介護認定審査会 上尾市介護保険条例 50 22 44.0% ○ 0 0 3 R7 4 1 ～ R10 3 31 高齢介護課

27 上尾市地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営等協議会 上尾市地域包括支援センター運営等協議会条例 10 4 40.0% ○ 2 1 3 R5 6 1 ～ R8 5 31 高齢介護課

28 上尾市地域包括ケアシステム推進協議会 上尾市地域包括ケアシステム推進協議会条例 13 6 46.2% ○ 0 0 3 R6 8 1 ～ R9 7 31 高齢介護課

29 上尾市健康づくり推進協議会 上尾市健康づくり推進協議会条例 15 9 60.0% ○ 2 2 2 R6 7 1 ～ R8 6 30 健康増進課

30 上尾市スポーツ健康都市推進会議 上尾市スポーツ健康都市推進会議条例 5 2 40.0% ○ 0 0 2 R7 8 1 ～ R9 3 31 健康増進課

31 上尾市多文化共生推進委員会 上尾市多文化共生推進委員会条例 10 4 40.0% ○ 2 1 2 R7 6 25 ～ R9 3 31 市民協働推進課

32 指定管理者選定委員会委員 上尾市公の施設の指定管理者候補者選定委員会条例 6 1 16.7% × 0 0 1 R7 5 9 ～ R8 3 31 市民協働推進課

33 上尾市市民活動推進協議会 上尾市市民活動推進協議会条例 7 2 28.6% × 2 1 2 R6 5 1 ～ R8 4 30 市民活動支援センター

34 上尾市国民健康保険運営協議会 上尾市国民健康保険条例 21 6 28.6% × 事務局として選任に関与できない。 0 0 3 R7 1 1 ～ R9 12 31 保険年金課

35 上尾市空家等対策協議会 上尾市空家等対策協議会条例 22 1 4.5% × 2 0 2 R6 3 28 ～ R8 3 27 交通防犯課

36 上尾市男女共同参画審議会 上尾市男女共同参画推進条例 12 5 41.7% ○ 3 0 2 R7 9 1 ～ R9 8 31 人権男女共同参画課

37 上尾市人権施策推進協議会 上尾市人権施策推進協議会条例 15 9 60.0% ○ 0 0 2 R7 4 1 ～ R9 3 31 人権男女共同参画課

38 上尾市環境審議会 上尾市環境審議会条例 15 6 40.0% ○ 0 0 2 R7 6 1 ～ R9 5 31 環境政策課

39 上尾市廃棄物減量等推進審議会 上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 15 1 6.7% × 0 0 2 R7 6 1 ～ R9 5 31 環境政策課

40 上尾市都市計画審議会
都市計画法
上尾市都市計画審議会条例

14 3 21.4% × 0 0 2 R6 1 1 ～ R7 12 31 都市計画課

41 上尾市街づくり推進会議 上尾市街づくり推進条例 14 2 14.3% × 3 0 2 R7 3 26 ～ R9 3 25 都市計画課

42 上尾市建築審査会 上尾市建築審査会条例 5 2 40.0% ○ 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 建築安全課

43 上尾市かわまちづくり推進委員会 上尾市かわまちづくり推進委員会設置要領 11 1 9.1% × 0 0 - R7 5 29 建設管理課

44 上尾市上下水道事業審議会 上尾市上下水道事業審議会条例 15 5 33.3% × 0 0 2 R7 4 1 ～ R9 3 31 経営総務課 上下水道部

45 上尾市消防賞じゅつ金審査委員会
上尾市消防賞じゅつ金及び殉職者
特別賞じゅつ金条例施行規則

6 1 16.7% × 0 0 - 消防総務課 消防本部

小    計

行政経営部

総務部

子ども未来部

事務局として選任に関与できない。

事務局として選任に関与できない。

構成団体に女性委員の推薦を依頼して
いるが、事務局として選考に関与できな
いため、現在の数値となっている。

行政不服審査に精通する候補者を探し
たが、女性の適任者を得られなかった。

女性の登用に向けて適任者を探したが１名
に留まった。

うち公募 　　任　　　期

自由記述

個人ごとに４年任期

委員 女性比率が40％に満たない理由

関係機関や学校長等の、団体からの充て職
のため、結果的に女性が少なくなった。今後
は、長に限らず組織内の女性の選出を依頼
するなど検討する。

女性の登用に向けて適任者を探したが
１名に留まった。

専門性が高く女性が少ない。弁護士の他、人
事行政に関し識見を有する者を選任する必
要がある。

公募制のため。

1号委員（市議会議員）は5人中2人が女性（女性
比率40％）。2号委員（優れた識見）は、各委員に
求める専門性等の範囲を決定した上で、可能な限
り女性登用を図ったが、結果は10人中3人にとど
まった。

情報公開・個人情報保護・公文書管理に精
通する候補者を探したが、女性の適任者を
得られなかった。

女性の登用に向けて適任者を探したが１名
に留まった。

委員の内、８名は充て職・議員であり選
出に関与できず、残り６名は専門的な識
見が必要であり女性が少ないため。

関係団体、事業者について、委員の候
補を推薦しているので、市側に選択する
裁量がない。

環境経済部

委員の内、５名は充て職であり選出に
関与できず、３名の公募委員は女性か
らの応募がなく、残り６名は専門的な識
見が必要であり女性が少ないため。

あて職（市議会都市整備消防常任委員長、
副市長等）

各団体の推薦及び充て職により選出さ
れる割合が高く、事務局として選任に関
与できないため。

上尾市消防賞じゅつ金を審査する上
で、必要と判断される役職が規則に定
められているものであるため。

個人ごとに４年任期

個人ごとに４年任期

個人ごとに３年任期

依頼対象団体からの推薦によるため。

都市整備部

構成員に女性が少ないため。

監査委員事務局

事務局として選任に関与できない。

健康福祉部

市民生活部

充て職など事務局として選任に関与で
きないため。

構成団体の代表者を委員に委嘱しており、各団体
で代表者を決定していることから、事務局は選考
に関与できない。また、公募委員の選考も同点の
際に男女共同参画に配慮した特別判断の項目も
加えたが採択には至らなかった。
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うち公募 　　任　　　期

自由記述

委員 女性比率が40％に満たない理由

46
上尾市立平方北小学校再編検討協議
会

上尾市立平方北小学校再編検討協議会条
例

15 8 53.3% ○ 5 2 2 R6 7 26 ～ R8 6 30 新しい学校づくり推進室

47 上尾市公民館運営審議会 上尾市立公民館条例 13 7 53.8% ○ 0 0 2 R6 6 13 ～ R8 6 12 生涯学習課

48 上尾市立人権教育推進協議会 上尾市立人権教育推進協議会条例 13 7 53.8% ○ 0 0 2 R6 6 1 ～ R8 5 31 生涯学習課

49 上尾市立人権教育集会所運営委員会 上尾市立人権教育集会所条例 18 8 44.4% ○ 0 0 2 R7 7 1 ～ R9 6 30 生涯学習課

50 上尾市社会教育委員会議 上尾市社会教育委員に関する条例 13 3 23.1% × 事務局として選任に関与できない。 0 0 2 R6 7 1 ～ R8 6 30 生涯学習課

51 上尾市文化財保護審議会 上尾市文化財保護条例 8 1 12.5% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 生涯学習課

52 上尾市スポーツ推進審議会 上尾市スポーツ推進審議会条例 15 3 20.0% × 事務局として選任に関与できないため。 0 0 2 R6 11 1 ～ R8 10 31 スポーツ振興課

53 上尾市図書館協議会 上尾市図書館協議会条例 12 6 50.0% ○ 0 0 2 R7 8 1 ～ R9 7 31 図書館

54 上尾市立小・中学校通学区域審議会 上尾市立小・中学校通学区域審議会条例 10 0 0.0% × 団体の会長等、職による選出のため。 0 0 2 R7 8 1 ～ R9 7 31 学務課

55 上尾市いじめ問題調査委員会 上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例 5 1 20.0% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 指導課

56 上尾市いじめ問題対策連絡協議会 上尾市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例 12 5 41.7% ○ 0 0 1 R7 5 15 ～ R8 3 31 指導課

57 上尾市幼児教育推進協議会 上尾市幼児教育推進協議会条例 8 5 62.5% ○ 0 0 2 R7 5 20 ～ R8 4 30 指導課

58 上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会 上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会条例 10 1 10.0% × 0 0 2 R7 5 1 ～ R9 4 30 指導課

59 上尾市就学支援委員会 上尾市就学支援委員会条例 21 14 66.7% ○ 0 0 2 R7 7 1 ～ R9 6 30 教育センター

60 上尾市不登校対策推進委員会 上尾市不登校対策推進委員会条例 10 6 60.0% ○ 0 0 2 R6 7 1 ～ R8 6 30 教育センター

61 上尾市学校給食運営委員会 上尾市学校給食運営委員会条例 20 11 55.0% ○ 0 0 2 R7 5 1 ～ R9 4 30 学校保健課

699 245 35.1% 23 8

【要綱等により設置されている懇談会・会議等】

62 上尾市市政相談委員 上尾市市政相談委員要綱 2 0 0.0% × 2 0 1 R6 7 1 ～ R7 6 30 広報広聴課 市長政策室

63 上尾市民生委員推薦会 上尾市民生委員推薦会規則 12 2 16.7% × 0 0 3 R5 1 1 ～ R7 12 31 福祉総務課

64 上尾市地域福祉推進員会議 上尾市地域福祉推進員設置要綱 11 7 63.6% ○ 0 0 3 R6 7 1 ～ R9 3 31 福祉総務課

65 上尾市介護保険事業計画等推進委員会 上尾市介護保険事業計画等推進委員会条例 15 5 33.3% × 2 2 3 R6 8 1 ～ R9 7 31 高齢介護課

66 上尾市鉄道輸送力増強推進協議会 上尾市鉄道輸送力増強推進協議会規約 20 5 25.0% × 0 0 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 交通防犯課

67 上尾市地域公共交通活性化協議会 上尾市地域公共交通活性化協議会要綱 24 2 8.3% × 0 0 1 R7 4 1 ～ R8 3 31 交通防犯課

68 上尾市産業振興会議 上尾市産業振興会議設置要綱 17 4 23.5% × 1 1 2 R6 4 1 ～ R8 3 31 商工課 環境経済部

69 上尾市中学生社会体験チャレンジ推進委員会 上尾市中学生社会体験チャレンジ推進委員会設置要綱 12 3 25.0% × 0 0 1 R7 5 27 ～ R8 3 31 指導課

70 上尾市学校運営協議会推進委員会 上尾市学校運営協議会推進委員会設置要領 8 3 37.5% × 0 0 1 R7 5 27 ～ R8 3 31 指導課

121 31 25.6% 5 3

857 286 33.4% 47 13 ⇒ （公募のうち女性の割合）

70

〇 32

〇※ 3 ※　委員総数が３人の審議会等については、女性委員が１名であれば、総数の都合上、目標を達成したとみなす。

× 35

健康福祉部

市民生活部

構成団体の代表者を委員に委嘱してお
り、各団体で代表者を決定していること
から、事務局は選考に関与できない。

構成団体の代表者を委員に委嘱してお
り、各団体で代表者を決定していること
から、事務局は選考に関与できない。

充て職で女性が少ないため。

審議会等の合計数

達成状況

合     計

学校教育部
充て職で女性が少ないため。

学校教育部

充て職で女性が少ないため。

職能団体等からの推薦によるため。

小     計

主たる構成員となる商業・工業・農業・
観光の従事者及び金融機関・産業支援
機関・市民構成団体の代表者につい
て、各組織の性質上、専門性が高く女
性が少ないため。

小     計

27.7%

充て職により、女性委員が２名減となっ
たため。

事務局として選任に関与できない。

市政相談に精通する候補者を探した
が、女性の適任者を得られなかった。

教育総務部

専門知識を有する男性の割合が高い。


